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▼試験日　8 月 31 日（火）　　　

　午後 1 時 30 分から午後 4 時　

▼願書受付期間　　　　　　　　

　5 月 10 日（月）～ 5 月 28 日（金）

▼試験地　　　　　　　　　　　

　江別市、新篠津村に居住の方は

岩見沢市。石狩市、当別町に居住

の方は札幌市。　　　　　　　　

▼受験料　6,700 円

▼問合せ　　　　　　　　　　　　

　江別保健所　　　　　　　　　　

　子ども・保健推進課保健予防係　

　（☎ 011 － 383 － 2111）

試 験

調理師試験の

ご案内

 地域オープンサロン　

 1 日コックさん

 5 月の出店者・メニュー

☆ 7 ㈮　ババキッチン 21　
　バッテラ寿司定食　500 円
☆ 12 ㈬　マダムおきらくどう
　韓流メニューで女子力アップ
　700 円
☆ 19 ㈬　北栄町そば食べ隊
　北栄町そばランチ　600 円
☆ 21 ㈮　藤沢初美さん

　ジャージャー麺セット　700 円　       
☆ 26 ㈬　春日町婦人会
　ミニバイキング　500 円　
☆ 27 ㈭　熊坂貴子さん　
　こだわりヘルシーベジランチ　
　550 円
▼詳細　共生型地域オープンサロン
　（☎ 22 － 0775）　

予 防

山火事予防運動

実施中

　全国各地で山火事が多発してい

ます。山中での作業や行楽時に入

山する時は、次のことに気をつけ

ましょう。

▼山火事予防の注意点　　　　

・強風時、空気が乾燥している時

のたき火や火入れ、たばこの投げ

捨ては止めましょう。

・たき火から離れる際には、完全

に消えているか確認しましょう。

・山火事を発見したら、すぐ消防

署に連絡しましょう。       　　

　

平成 22 年全国統一標語

『消さないで 小さな命の 帰る場所』
　　　　　　　　　　　　　　　

▼問合せ　農林課耕地林政係

 （☎ 23 － 3096）
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交通安全情報

◎安全運転で事故のない連休を！

無理な追い越しやスピードの出し過

ぎは絶対にしないようにしましょ

う。目的地までの交通状況の確認と

余裕あるドライブ計画を。

（平成 22 年 3 月末の交通事故累計）

Ｈ 22 年 Ｈ 21 年 増減数

発生件数 16 14 2

死 者 数 0 0 　0

傷 者 数 22 21 1

☆当別町社会福祉協議会へ

▼泉亭俊英さ
んより　　 100 万円

▼市川勉さ
んより　　      10 万円

▼当別町カラオケ連合会より 3 万円

▼匿名の方より　　  　15,000 円

▼ささえ隊より     　　2,000 円

▼松木久仁さんより　　雑巾 40 枚

▼古川脩子さんより タオル 100 枚

▼北石狩農協女性部当別ブロック

　よりタオル 116 枚　　　　　

▼川下老人クラブより

　タオル 69 枚・雑巾 57 枚

☆まちづくり基金へ

▼泉☎亭俊德さんより　　100 万円

▼当別消費者協会より　10 万円

▼匿名の方より　　　　   2 万円

受験資格 18 歳以上 27 歳未満の者 ◎問合せ

自衛隊札幌地方協力本部江別地域事務所　　　　　　　　　

（江別市野幌町 40 番地 15G ＆ T ビル 2F☎ 011-383-8955）

役場環境生活課町民生活係（☎ 23-3209）

受付期間 通年

試験日 受付時にお知らせします

自衛官候補生とは…任期制自衛官として任官する前に、自衛官として必要な

　　　　　　　　　基礎的教育訓練に専念するための新しい採用制度です。

＊自衛官候補生制度は、平成 22 年 7 月 1 日から施行されます。法令の改正等により本募集　

　の内容に変更が生じる場合がありますので、詳細についてはお問い合わせください。

陸・海・空  自衛官候補生募集

法律相談　町の顧問弁護士が、皆

様の相談に応じます。

▼日時 　5 月 6 日（木）

　　　　13 時 30 分～

▼申込み　福祉係（☎ 23 － 3019）

介護相談　介護や高齢者虐待に関

する相談に応じます。

▼日時　月～金曜日

　　　　8 時 45 分～ 17 時 15 分

▼申込み　地域包括支援センター

　（☎ 25 － 5152）

心配ごと相談　心配や悩み相談を

受け付けます。( 毎月第 4 木曜日）

▼ 日 時　5 月 27 日　　　　　　

　　　　13 時～ 16 時

▼申込み　社会福祉協議会

　（☎ 22 － 2301）

消費生活相談　契約トラブルや消

費生活に関する相談に応じます。

▼日時　月～金曜日　　　　　　

　　　　8 時 45 分～ 15 時

▼場所　町民生活係窓口（役場 1 階）

　（☎ 23 － 3209）


